
　

各
委
員
会
は
、
情
報
を
収
集
し
、

専
門
的
知
識
を
深
め
、
優
れ
た
施

策
を
市
政
に
反
映
さ
せ
る
た
め
、

先
進
地
等
を
視
察
し
て
、
特
定
事

件
に
つ
い
て
調
査
し
ま
し
た
。

　

総
務
常
任
委
員
会
は
、
四
月
一

四
日
か
ら
一
六
日
に
か
け
、
次
の

調
査
事
項
に
つ
い
て
各
市
を
行
政

視
察
し
ま
し
た
。

　

【
福
山
市
】 

▽
行
政
情
報
の
取
り
扱
い
に
つ
い

　

て

　

＊
公
文
書
の
保
存
、
管
理
に
つ

　
　

い
て　

▽
労
働
政
策
に
つ
い
て　

　

＊
離
職
者
雇
用
対
策
に
つ
い
て

　

【
出
雲
市
】

▽
庁
舎
に
つ
い
て

　

＊
新
庁
舎
へ
の
移
転
作
業
等
に

　
　

つ
い
て

　

【
松
江
市
】

▽
産
業
及
び
観
光
の
振
興
に
つ
い

　

て

　

＊
中
心
市
街
地
活
性
化
と
空
き

　
　

店
舗
対
策
に
つ
い
て

▽
事
務
処
理
の
効
率
化
に
つ
い
て

　

＊
伺
い
ま
す
係
に
つ
い
て

　

健
康
福
祉
常
任
委
員
会
は
、
四

月
二
一
日
か
ら
二
三
日
に
か
け
、

次
の
調
査
事
項
に
つ
い
て
各
市
を

行
政
視
察
し
ま
し
た
。

　

【
小
牧
市
】

▽
病
院
事
業
に
つ
い
て

　

＊
小
牧
市
民
病
院
の
経
営
に
つ

　
　

い
て

　

【
尼
崎
市
】

▽
高
齢
者
福
祉
の
充
実
に
つ
い
て

　

＊
高
齢
者
向
け
グ
ル
ー
プ
ハ
ウ

　
　

ス
運
営
事
業
に
つ
い
て

　

【
加
古
川
市
】

▽
保
健
・
医
療
・
福
祉
の
充
実
に

　

つ
い
て

　

＊
地
域
保
健
医
療
情
報
シ
ス
テ

　
　

ム
に
つ
い
て

　

【
高
槻
市
】

▽
保
健
・
医
療
・
福
祉
の
充
実
に

　

つ
い
て

　

＊
高
槻
市
保
健
所
に
つ
い
て

　

文
教
社
会
常
任
委
員
会
は
、
四

月
二
六
日
か
ら
二
八
日
に
か
け
、

次
の
調
査
事
項
に
つ
い
て
各
市
を

行
政
視
察
し
ま
し
た
。

　

【
豊
橋
市
】

▽
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に
つ

　

い
て

　

＊
多
文
化
共
生
推
進
事
業
に
つ

　
　

い
て　

　

【
大
津
市
】

▽
子
ど
も
行
政
に
つ
い
て

　

＊
子
育
て
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　

「
ゆ
め
っ
こ
」
に
つ
い
て

　

【
野
洲
市
】

▽
消
費
生
活
に
つ
い
て

　

＊
消
費
者
行
政
に
つ
い
て

　

【
明
石
市
】

▽
義
務
教
育
の
整
備
、
充
実
と
そ

　

の
質
的
向
上
に
つ
い
て

　

＊
い
じ
め
・
不
登
校
対
策
に
つ

　
　

い
て

　

建
設
常
任
委
員
会
は
、
四
月
二

六
日
か
ら
二
八
日
に
か
け
、
次
の

調
査
事
項
に
つ
い
て
各
市
を
行
政

視
察
し
ま
し
た
。

　

【
各
務
原
市
】

▽
都
市
計
画
事
業
に
つ
い
て

　

＊
各
務
原
市
景
観
計
画
に
つ
い

　
　

て

　

【
名
古
屋
市
】

▽
環
境
政
策
に
つ
い
て

　

＊
使
用
済
み
小
型
家
電
の
回
収

　
　

モ
デ
ル
事
業
（
レ
ア
メ
タ
ル

　
　

回
収
）
と
一
般
廃
棄
物
処
理

　
　

に
つ
い
て

▽
交
通
輸
送
対
策
に
つ
い
て

　

＊
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
イ
ク
ル

　
　

（
名
チ
ャ
リ
）
社
会
実
験
に

　
　

つ
い
て

　

【
富
山
市
】

▽
環
境
政
策
に
つ
い
て

　

＊
環
境
モ
デ
ル
都
市
の
概
要
に

　
　

つ
い
て

▽
交
通
輸
送
対
策
に
つ
い
て

　

＊
自
転
車
共
有
シ
ス
テ
ム
に
つ

　
　

い
て

　

町
田
市
長
期
計
画
の
策
定
に
当

た
り
、
市
長
の
諮
問
に
応
じ
て
必

要
な
事
項
を
審
議
、
答
申
す
る
附

属
機
関
と
し
て
「
町
田
市
長
期
計

画
審
議
会
」
を
設
置
す
る
た
め
、

制
定
す
る
も
の
で
、
平
成
二
二
年

八
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

　

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に

関
す
る
法
律
の
改
正
に
伴
い
、
育

児
休
業
等
の
取
得
の
条
件
を
見
直

す
た
め
、
所
要
の
改
正
を
す
る
も

の
で
す
。

　

公
務
上
の
必
要
か
ら
や
む
を
得

ず
自
家
用
車
等
を
使
用
す
る
場
合

に
お
い
て
、
旅
費
と
し
て
路
程
に

応
じ
た
車
賃
の
定
額
を
定
め
る
た

め
、
所
要
の
改
定
を
す
る
も
の
で
、

平
成
二
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

さ
れ
ま
し
た
。

　

市
の
私
債
権
に
関
し
、
事
務
処

理
の
統
一
的
な
管
理
の
基
準
そ
の

他
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に

よ
り
、
私
債
権
の
適
正
な
管
理
を

図
る
た
め
、
制
定
す
る
も
の
で
、

平
成
二
二
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施

行
さ
れ
ま
す
。

　

地
方
税
法
の
改
正
に
伴
い
、
個

人
住
民
税
に
つ
い
て
、
給
与
所
得

者
等
に
対
す
る
扶
養
親
族
申
告
書

の
提
出
の
義
務
付
け
及
び
非
課
税

口
座
内
の
上
場
株
式
等
の
譲
渡
に

係
る
所
得
計
算
の
特
例
を
定
め
、

並
び
に
市
た
ば
こ
税
の
税
率
の
改

定
等
を
行
う
た
め
、
所
要
の
改
正

を
す
る
も
の
で
す
。

　

住
民
基
本
台
帳
及
び
戸
籍
の
電

算
化
に
伴
い
、
全
て
の
支
所
に
お

い
て
同
じ
業
務
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
、
所
管
区
域
と

い
う
区
分
を
設
け
る
必
要
が
な
く

な
っ
た
た
め
、
所
要
の
改
正
を
す

る
も
の
で
す
。

　

成
瀬
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
テ
ニ

ス
コ
ー
ト
に
照
明
設
備
を
設
置
す

る
こ
と
に
伴
い
、
利
用
時
間
の
変

更
及
び
照
明
設
備
の
利
用
料
金
を

新
設
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を

す
る
も
の
で
す
。

　

町
田
市
葬
祭
事
業
に
お
け
る
他

の
市
区
と
の
均
衡
を
図
る
よ
う
、

葬
具
の
使
用
料
を
改
定
す
る
た
め
、

所
要
の
改
正
を
す
る
も
の
で
、
平

成
二
二
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
さ

れ
ま
す
。

　

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
成
瀬
会
館
の
事

業
廃
止
等
に
伴
い
、
所
要
の
改
正

を
す
る
も
の
で
す
。

　

通
常
の
指
導
時
間
を
超
え
る
保

育
を
実
施
す
る
こ
と
に
伴
い
、
特

別
育
成
料
を
新
設
し
、
及
び
町
区

域
の
新
設
（
能
ヶ
谷
一
丁
目
〜
七

丁
目
）
及
び
住
居
表
示
の
実
施
に

伴
い
、
鶴
川
第
二
学
童
保
育
ク
ラ

ブ
の
位
置
の
表
示
を
変
更
す
る
た

め
、
所
要
の
改
正
を
す
る
も
の
で

す
。

　

工
芸
室
に
夜
間
の
使
用
区
分
を

設
け
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
す

る
も
の
で
、
平
成
二
二
年
七
月
一

日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

一
部
屋
当
た
り
の
宿
泊
料
金
を

一
人
当
た
り
の
宿
泊
料
金
に
変
更

し
、
併
せ
て
ペ
ッ
ト
の
宿
泊
料
金

を
新
設
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正

を
す
る
も
の
で
、
平
成
二
三
年
四

月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

　

現
在
の
駐
輪
ス
ペ
ー
ス
を
、
有

料
自
転
車
駐
車
場
と
し
て
整
備
す

る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
す
る
も

の
で
、
平
成
二
二
年
八
月
一
日
か

ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

　

出
産
に
係
る
費
用
の
適
正
化
を

図
る
た
め
、
分
べ
ん
介
助
料
を
引

き
上
げ
る
と
と
も
に
、
駐
車
場
の

設
置
に
伴
い
駐
車
料
金
を
新
設
す

る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
す
る
も

の
で
、
平
成
二
二
年
一
〇
月
一
日

か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

　

町
区
域
の
新
設
（
能
ヶ
谷
一
丁

目
〜
七
丁
目
）
及
び
住
居
表
示
の

実
施
に
伴
い
、
鶴
川
第
二
小
学
校

の
位
置
の
表
示
を
変
更
す
る
た
め
、

所
要
の
改
正
を
す
る
も
の
で
、
平

成
二
二
年
七
月
一
九
日
か
ら
施
行

さ
れ
ま
し
た
。

　

二
〇
〇
七
年
八
月
に
発
生
し
た

町
田
市
立
中
学
校
生
徒
の
夏
季
休

業
中
の
部
活
動
に
お
け
る
死
亡
事

故
に
係
る
損
害
賠
償
額
の
決
定
を

す
る
も
の
で
す
。

　

平
成
二
二
年
第
二
回
定
例
会
に

は
五
件
の
請
願
が
提
出
さ
れ
、
継

続
と
な
っ
て
い
た
一
件
と
あ
わ
せ

て
審
査
を
行
い
ま
し
た
。
結
果
、

三
件
が
採
択
、
二
件
が
不
採
択
、

一
件
が
継
続
審
査
と
な
り
ま
し
た
。

　

詳
細
は
次
の
と
お
り
で
す
。

◎
線
維
筋
痛
症
に
関
し
東
京
都
に

意
見
書
提
出
を
求
め
る
請
願

◎
食
料
の
自
給
力
向
上
と
、
食
の

安
全
・
安
心
の
回
復
に
向
け
て
、

食
品
表
示
制
度
の
抜
本
改
正
に
つ

い
て
国
へ
の
意
見
書
提
出
を
求
め

る
請
願

◎
子
宮
頸
が
ん
ワ
ク
チ
ン
接
種
の

一
部
公
費
助
成
を
求
め
る
請
願

◎
子
宮
頸
が
ん
予
防
ワ
ク
チ
ン
接

種
の
公
費
助
成
を
求
め
る
請
願

◎
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
廃

止
法
案
」
を
即
時
国
会
に
提
出
し
、

老
人
保
健
制
度
に
戻
す
よ
う
国
へ

意
見
書
を
上
げ
る
事
を
求
め
る
請

願◎
厚
木
基
地
騒
音
対
策
の
内　

環

境
基
準
指
定
地
域
の
住
宅
防
音
工

事
指
定
の
追
加
に
関
す
る
請
願

　

平
成
二
二
年
第
一
回
定
例
会
に

お
い
て
採
択
さ
れ
た
請
願
に
つ
い

て
、
市
長
か
ら
処
理
経
過
及
び
結

果
に
つ
い
て
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　

請
願
項
目
一

　

町
田
市
と
し
て
、
子
ど
も
の
育

ち
や
子
育
て
に
関
す
る
理
念
ま
た

は
方
針
を
定
め
る
こ
と

　

町
田
市
で
は
、
子
ど
も
の
育
ち

や
子
育
て
に
関
す
る
理
念
ま
た
は

方
針
に
つ
い
て
、
町
田
市
子
ど
も

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
、
次
世
代
育
成

支
援
行
動
計
画
や
町
田
市
保
育
サ

ー
ビ
ス
三
カ
年
計
画
等
で
必
要
な

事
項
を
定
め
て
い
ま
す
。

　

請
願
項
目
二

　

一
に
則
り
、
国
の
保
育
施
策
が
、

町
田
市
の
保
育
園
お
よ
び
保
育
園

利
用
者
に
対
し
悪
影
響
を
与
え
る

場
合
は
、
町
田
市
が
軽
減
策
を
講

ず
る
こ
と

　

国
の
保
育
施
策
の
動
向
を
注
視

し
て
、
検
討
し
て
ま
い
り
ま
す
。

委
員
会
の

　

行
政
視
察

可
決
し
た

議
案
の
内
容

町田市議会議員の政治活動における
虚礼廃止に関する要綱

平成元年 12月 1日制定
平成 2年 2月 1日改正

　この要綱は、「町田市議会議員の政治活動における虚礼
廃止に関する決議」に基づき、公職選挙法の規定にかかわ
らず、すべてにわたり清潔な政治活動を行うことにより市
民の信託に応えるため制定するものである。

記
１、企業・団体からの金品等の寄附は受けない。
２、資金集めを目的としたパーティー・事業等は行わない。
３、 町内会・自治会、その他市の財政援助団体並びに公的
行事への金品等の提供及び祝電・弔電は行わない。

４、新聞等への個人名刺広告の掲載は行わない。
５、 答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見
舞状、暑中見舞状その他これに類するあいさつ状（電
報その他これに類するものを含む。）は廃止する。
附　則
この要綱は、平成元年 12月 1日から適用する。

総
務
常
任
委
員
会

健
康
福
祉
常
任
委
員
会

文
教
社
会
常
任
委
員
会

建
設
常
任
委
員
会

町
田
市
私
債
権
管
理
条
例

町
田
市
長
期
計
画
審
議
会

条
例

町
田
市
市
税
条
例
の一
部
を

改
正
す
る
条
例

町
田
市
役
所
支
所
設
置
条

例
の一
部
を
改
正
す
る
条
例

町
田
市
自
然
休
暇
村
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

町
田
市
体
育
施
設
条
例
の一

部
を
改
正
す
る
条
例

町
田
市
葬
具
使
用
条
例
の一

部
を
改
正
す
る
条
例

町
田
市
民
病
院
使
用
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

町
田
市
立
学
校
設
置
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

損
害
賠
償
の
額
の
決
定
に
つ

い
て

町
田
市
職
員
の
育
児
休
業
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

町
田
市
一
般
職
の
職
員
の
旅

費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

町
田
市
学
童
保
育
ク
ラ
ブ
設

置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

町
田
市
大
地
沢
青
少
年
セ
ン

タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

町
田
市
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

町
田
市
高
齢
者
在
宅
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
条
例
の一
部
を
改

正
す
る
条
例

請
願
の

請
願
の

　

審
査
状
況

　

審
査
状
況

採　
　

択

不
採
択

継
続
審
査

請
願
の
処
理

請
願
の
処
理

経
過
及
び

経
過
及
び

　

結
果
報
告

　

結
果
報
告

国
の
保
育
施
策
に
対
し
町
田

市
が
保
育
現
場
を
守
る
こ
と

を
要
望
す
る
請
願

町田市議会では、より清潔な政治を目指し公職
選挙法より厳しい内容の政治活動における虚礼
廃止に関する要綱を定めています。
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